
定 期 監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 

 

（令和３年１２月２日実施）                   社会福祉部生活福祉課  

調査事項 生活保護費返還金について 

指摘事項  生活保護費返還金について、収入未済額縮減への対応は行われているが、滞納繰

越分の収入未済額が多額となっているため、負担の公平性及び財源確保の見地か

ら、引き続き収入未済額の縮減に努められたい。 

措  置  生活保護費返還金が発生した時点で、担当ケースワーカーが電話や訪問により納

期内納付の指導を行うほか、督促状送付などで収納率の向上に努めました。 

 さらに、１１月から１２月の期間に滞納者に対して徴収を行うため臨戸訪問や電

話による催告を集中的に行い、生活状況に応じた分割納付の相談に応じるなど継続

的かつきめ細かい納付指導を行いました。 

 今後においても収納率の向上を目指し、引き続き早期収納に取り組み、収入未済

額の縮減に努めていきます。 

 

 

 

 

 生活保護費返還金の収入状況 

  令和３年１１月２６日現在               （単位：円、％） 

区 分 調 定 額 収入済額 収入未済額 収入率 

現年度分 65,917,348 28,148,568 37,768,780 42.7 

滞納繰越分 109,794,660 3,660,010 106,134,650 3.3 

計 175,712,008 31,808,578 143,903,430 18.1 

 

 

  令和３年度決算（見込）                （単位：円、％） 

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収入率 

現年度分 63,993,042 49,788,676 566,421 13,637,945 77.8 

滞納繰越分 109,794,660 5,826,052 8,364,585 95,604,023 5.3 

計 173,787,702 55,614,728 8,931,006 109,241,968 32.0 

 

 

 

 


